
 手話施策推進法と滋賀県条例の相関関係 

施策分野 手話施策推進法 手話等による意思疎通等促進条例 

基本理念 ・手話は言語として認識 

・使用者の意思尊重 

・必要かつ合理的配慮 

・手話文化の保存・継承・発展 

・手話は独自の体系を有する言語 

・ろう者の文化的所産として認識 

・障害者の自発的意思表示を重視 

・障害の特性に応じた多様な手段を包 

 括 

こどもの

手話習得 

・乳幼児期からの機会提供（第 6条 2 

項）学校教育での学習機会 

・保護者・家族への支援（第 6条 3項） 

・学校等での啓発と学習機会確保（第 

16 条 1 項） 

・相談体制の整備（第 16 条 2 項） 

・職員の知識・技能向上（第 16 条 3項） 

学校教育 ・手話使用教員等の配置（第 7条 1項） 

・教員養成・研修（第 7条 2項） 

・学校生活での自由な手話使用環境

（第 7条 3項） 

－ 

職場環境 ・事業主への支援（第 9条） 

情報提供・相談・助言 

・事業者による合理的配慮（第 15条） 

従業員研修と環境整備 

地域生活 ・日常生活・社会生活環境整備（第 10 

条 1 項） 

・災害時情報提供（第 10 条 2 項） 

・相談拠点の設置（第 7条） 

・災害時情報提供（第 9条 2項） 

手話習得

支援  

・後天的ろうあ者等への支援（第11条） ・包括的支援体制（第 7条） 

手話文化 ・保存・継承・発展施策（第 12 条 1項） 

・文化芸術活動を通じた推進（第 12 条 

2 項） 

－ 

人材確保 ・手話通訳者の養成・処遇（第 15条） ・意思疎通支援者の確保・養成・資質

向上施策（第 8条） 

国民理解 ・広報・啓発活動（第 13 条 1 項） 

・学校教育での理解促進（第13条2項） 

・手話の日制定（第 14条 2 項：9月 23 

日） 

・啓発と学習機会確保（第 6条） 

・障害者等による啓発（第 14 条） 

・学校等での啓発（第 16 条） 

情報通信

技術 

・先端技術活用（第 16条 2 項） ・情報通信機器習得支援（第 10 条） 

国際交流 ・国際交流推進（第 17条） － 

意見反映 ・障害者等の意見聴取（第 18 条） ・協議会への報告と意見聴取（第13条） 

 

参考資料６ 



手話はこれを使用する者にとって日常生活・社会生活を営む上で言語その他の重要な意思疎通のための手段 

手話に関する施策を総合的に推進 

 

① 手話の習得・使用に関する施策を講ずるに当たっては、手話を必要とする者・手話を使用する者の意思が尊重

されるとともに、手話の習得・使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が 

図られるようにする 

②  手話が長年にわたり受け継がれてきたものであり、かつ、手話により豊かな文化が創造されてきたことに鑑み、

手話文化の保存・継承・発展が図られるようにする  

③ 全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するよう、手話に関する国民の理

解と関心を深めるようにする 

 

                

 

 

 

※施行期日：令和７年６月 25日 

⑥ その他の手話の習得の支援（11条） 
 

 

 

国・地方公共団体は、手話に関する施策を総合的に策定・実施する責務を有する 

① 手話を必要とするこどもの手話の習得の支援（６条） 
                           
 

 

〇こども・保護者に対する手話に関する情報提供等 
〇乳幼児期におけるこどもの心身の発達に応じた手話
の学習機会の提供、学校の授業等の教育活動における
こどもの心身の発達に応じた手話の学習機会の提供 
〇保護者・家族に対する手話の学習機会の提供等 

② 学校における手話による教育等（７条） 
                           
 

 

○手話の技能を有する教員、手話通訳を行う者、手話に
関する必要な支援を行う者等が適切に配置されるよ
うにするための取組の推進、手話を使用した教材の提
供 
○手話の技能を有する教員の養成のための大学・教員養
成機関による取組の促進、教員に対する手話を使用し
た指導方法に関する研修の実施 
○手話を使用するこどもが学校生活で手話を自由に使
用できる環境の整備 

○手話通訳を行う者の確保のための大学等による取組
の促進 

③ 大学等における配慮（８条） 
                           
 

 
④ 職場における環境の整備（９条） 
                           
 

 

○手話を適切かつ円滑に使用できる職場環境の整備の
ための事業主による取組の促進のための情報提供等 

⑤ 地域における生活環境の整備等（10条） 
                           
 

 

○地域で手話を使用して日常生活・社会生活を円滑に営
むことができる環境の整備 
○災害等の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあ
る場合に安全を確保するための手話による情報提供 

 

⑦ 手話文化の保存・継承・発展（12条） 
                           
 

 
○文化芸術活動・スポーツ・レクリエーションを通じて
手話文化の保存・継承・発展が図られるようにするた
めの取組 

○手話に関する国民の理解と関心を深めるための広報
活動・啓発活動の充実 
○学校教育で手話に関する理解と関心を深めるための
学校教育で利用できるノウハウに関する情報提供、児
童生徒等に対する手話の学習機会の提供 

⑨ 手話の日（14条） 
                           
 

 
⑩ 人材の確保等（15条） 
                           
 

 

〇手話に関する専門的な知識・技能を有する人材（手話
通訳を行う者など）の安定的な確保・養成・資質の向
上のための研修の機会の確保、適切な処遇の確保 

⑪ 調査研究の推進等（16条） 
                           
 

 

○手話文化に関する調査研究の推進、情報収集・提供 
○手話の習得のためのカリキュラムの開発、手話によ
る円滑な意思疎通を図るための先端的な技術（デジ
タル技術など）を活用した機器等の開発、手話の習
得・使用に関する調査研究等の推進・成果の普及 

⑫ 国際交流の推進（17条） 
                           
 

 

○手話を使用する者の国際的交流の支援 
○手話文化に関する情報交換等の活動の支援 
 

⑬ 手話を使用する者等の意見の反映（18条） 
                           
 

 

○９月 23 日を「手話の日」とする 

手話文化：手話及び手話による文化的所産 
                           

 

 

 

○障害者基本計画・都道府県障害者計画・市町村障害者計画〔いずれも障害者基本法に基づき策定〕への反映（４条） 

○手話に関する施策の実施に必要な財政上の措置・法制上の措置等を講ずる（５条） 

〇施行後おおむね５年を目途として、この法律の施行状況等を勘案して検討を加える（附則２項） 

手話に関する施策の推進に関する法律（手話施策推進法）概要 
（令和７年法律第78号） 

目的（１条） 

基本理念（２条） 

国・地方公共団体の責務（３条） 

基本的施策（６条～18 条） 

⑧ 国民の理解と関心の増進（13 条） 
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じ

　手
て
のひらに文

も
字
じ
を書

か
いて伝

つた
える方

ほう
法
ほう

◦触
しょく

手
しゅ

話
わ

　手
しゅ
話
わ
の形
かたち
を手

て
で触
さわ
って読

よ
み取

と
る方
ほう
法
ほう

◦音
おん

声
せい

　耳
みみ
元
もと
や補

ほちょうきよう
聴器用のマイクなどに向

む
かって話

はな
して伝

つた
える方

ほう
法
ほう

◦筆
ひつ

談
だん

　見
み
やすい大

おお
きさ、太

ふと
さ、間

かん
隔
かく
の文

も
字
じ
を書

か
いて伝

つた
える方

ほう
法
ほう

▶そっと肩
かた

などに手
て

を触
ふ

れ合
あい

図
ず

をした後
あと

に、自
じ

分
ぶん

の名
な

前
まえ

を伝
つた

えてから話
はな

しましょう。

意
い

思
し

疎
そ

通
つ う

等
と う

の手
し ゅ

段
だ ん



知
ち

的
て き

障
しょうがい

害 精
せ い

神
し ん

障
しょうがい

害

発
は っ

達
た つ

障
しょうがい

害

　統
とう

合
ごう

失
しっちょうしょう

調 症 やうつ病
びょう

等
など

により、
日
にちじょう

常生
せい

活
かつ

や社
しゃ

会
かい

参
さん

加
か

が難
むずか

しいことが
あります。

　難
むずか

しい会
かい

話
わ

やあいまいなことを理
り

解
かい

すること、読
よ

み書
か

き
や計

けい
算
さん

、自
じ

分
ぶん

の気
き

持
も

ちを伝
つた

えることが苦
にが

手
て

等
など

の特
とくちょう

徴があり、
社
しゃかい

会生
せい

活
かつ

へ適
てき

応
おう

するのが難
むずか

しい人
ひと

もいます。

▶一
いち

度
ど

にたくさんのことを言
い

われると
混
こん

乱
らん

することがあるので、ゆっくり
わかりやすく話

はな
しましょう。

▶穏
おだ

やかな話
はな

し方
かた

で話
はな

し、安
あん

心
しん

感
かん

を
与
あた

える応
おう

対
たい

をするよう心
こころ

がけてく
ださい。

◦ルビ振
ふ

り 
　文

ぶん
章
しょう
の漢

かん
字
じ
などにふりがなをつけること

◦コミュニケーション支
し

援
えん

ボード・
　絵

え
カード

　絵
え
や図

ず
、簡
かん
単
たん
な言
こと
葉
ば
が書

か
かれてい

るボードやカードを指
ゆび
さしする等

など
で

コミュニケーションをとるもの

◦絵
え

カード等
など

の交
こう

換
かん

によるコミュニケーション
　絵

え
カード等

など
を交
こう
換
かん
することでコミュニケーションをとる方

ほう
法
ほう
で、自

みずか
ら

が絵
え
カード等

など
を用
もち
いて自

じ
発
はつ
的
てき
なコミュニケーションを取

と
れるようにす

るもの。
　本

ほん
人
にん
から思

おも
いを発

はっ
信
しん
するために、発

はつ
語
ご
以
い
外
がい
に絵

え
（イラストや写

しゃ
真
しん
な

ど）を使
つか
い、最

さい
初
しょ
は１枚

まい
の絵

え
カードのやり取

と
り、そして次

し
第
だい
に文
ぶん
を作
つく
り、

長
なが
くしていきながら自

じ
分
ぶん
の伝
つた
えたいことを相

あい
手
て
に手

て
渡
わた
しして伝

つた
えます。

▶わかりやすい言
こと

葉
ば

でゆっくり話
はな

しましょう。実
じつ

物
ぶつ

や絵
え

を使
つか

っ
て具

ぐ
体
たい

的
てき

に話
はな

すとわかりやすいです。
▶大

たい
切
せつ

な内
ない

容
よう

はくりかえし伝
つた

えるとともに、安
あん

心
しん

して話
はなし

ができる
ように、話

はなし
をよく聞

き
きましょう。

意
い

思
し

疎
そ

通
つ う

等
と う

の手
し ゅ

段
だ ん

意
い

思
し

疎
そ

通
つ う

等
と う

の手
し ゅ

段
だ ん

　主
おも

に脳
のう

機
き

能
のう

の障
しょうがい

害であり、発
はっ

達
たつ

のアンバランスな様
よう

子
す

が理
り

解
かい

されにくい障
しょう

害
がい

です。
　言

こと
葉
ば

のあるなしに関
かか

わらず、コミュニケーションに困
こん

難
なん

さを抱
かか

えています。
　多

おお
くの発

はったつしょうがい
達障害の人

ひと
が視

し
覚
かく

的
てき

な手
て

掛
が

かりで理
り

解
かい

や表
ひょうしゅつ

出をすることが得
とく

意
い

なので、視
し

覚
かく

的
てき

な支
し

援
えん

をすること
が不

ふ
可
か

欠
けつ

です。

▶あいまいな⾔
こと

葉
ば

や遠
とお

回
まわ

しな表
ひょう

現
げん

は使
つか

わず、短
みじか

くわかりやすい⾔
こと

葉
ば

で伝
つた

えましょう。
▶⼩

ちい
さな変

へん
化
か

にも不
ふ

安
あん

や緊
きん

張
ちょう

を感
かん

じやすいので、予
よ

定
てい

の変
へん

更
こう

などは、前
まえ

もって説
せつ

明
めい

してください。



音
お ん

声
せ い

機
き

能
の う

・言
げ ん

語
ご

機
き

能
の う

の障
しょう

害
が い

意
い

思
し

疎
そ

通
つ う

等
と う

支
し

援
え ん

機
き

器
き

、情
じょうほう

報通
つ う

信
し ん

支
し

援
え ん

機
き

器
き

等
と う

　障
しょうがい

害の程
てい

度
ど

により異
こと

なりますが、病
びょう

気
き

やけが等
など

によって、声
こえ

を出
だ

すための器
き

官
かん

の麻
ま

痺
ひ

や機
き

能
のう

喪
そう

失
しつ

などに
より、コミュニケーションをとることが困

こん
難
なん

な場
ば

合
あい

があります。

　意
い

思
し

疎
そ

通
つう

等
とう

を支
し

援
えん

する機
き

器
き

や普
ふ

段
だん

使
し

用
よう

しているスマートフォン・タブレット用
よう

の様
さま

々
ざま

なアプ
リケーション等

など
が登

とう
場
じょう

しています。

◦補
ほ ち ょ う き

聴器 
　聞

き
こえにくい人

ひと
を補

ほ
助
じょ
するための機

き
器
き
で、周

まわ
り

の音
おと
を大

おお
きくしたり、音

おと
を聞

き
こえやすく加

か
工
こう
した

りするものです。

◦点
てん

字
じ

ディスプレイ
　ピンが上

じょう
下
げ
に動

うご
いて点

てん
字
じ
を表
ひょう
示
じ
するもの。パ

ソコンやスマートフォンなどとつなぐことで、メー
ルやインターネットを見

み
るときにも活

かつ
用
よう
すること

ができます。

◦重
じゅう

度
ど

障
しょうがいしゃ

害者意
い

思
し

疎
そ

通
つう

装
そう

置
ち

　操
そう
作
さ
者
しゃ
の意

い
思
し
を文

も
字
じ
や音

おん
声
せい
で表
あらわ
す機

き
器
き
で、わ

ずかな身
か ら だ
体の動

うご
きを感

かん
じ取

と
るスイッチなどで操

そう

作
さ
ができるものもあります。

◦コミュニケーションアプリ
　絵

え
カード等

など
の交

こう
換
かん
によりコミュニケーションが

取
と
れるようになった人

ひと
が使

つか
うタブレット端

たん
末
まつ
用
よう
の

アプリです。アプリ上
じょう
で自

じ
分
ぶん
で絵

え
カードを作

つく
ること

や音
おん
声
せい
を出

だ
すことができるものもあります。

◦ルビ入
い

れアプリ
　新

しん
聞
ぶん
や本

ほん
に、スマートフォンなどのカメラをか

ざすと漢
かん
字
じ
にふりがなを振

ふ
ります。

◦音
おん

声
せい

認
にん

識
しき

アプリ
　話

はな
した言

こと
葉
ば
を認

にん
識
しき
し、タブレット端

たん
末
まつ
等
など
に表
ひょう
示
じ

するためのアプリ。認
にん
識
しき
した音

おん
声
せい
を文

も
字
じ
化
か
するも

のもあります。ただし、ろう者
しゃ
にとって、手

しゅ
話
わ
言
げん
語
ご

が第
だい
一
いち
であり、補

ほ
助
じょ
的
てき
に使

し
用
よう
されます。

◦音
おん

声
せい

読
よ

み上
あ

げソフト
　かな文

も
字
じ
や英

えい
文
も
字
じ
、絵
え
文
も
字
じ
で作

さく
成
せい
した文

ぶん
書
しょ
を

音
おん
声
せい
にして読

よ
み上

あ
げます。

◦音
おん

声
せい

説
せつ

明
めい

アプリ
　スマートフォンなどのカメラをかざすと周

しゅう
囲
い
の

状
じょうきょう
況（色

いろ
やライトの明

めい
暗
あん
等
など
）を音

おん
声
せい
で説

せつ
明
めい
します。

新
しん
聞
ぶん
などにかざすと文

も
字
じ
を読

よ
み上

あ
げます。

◦筆
ひつ

談
だん

◦コミュニケーション支
し

援
えん

ボード

▶困
こま

っている様
よう

子
す

があれば、積
せっきょくてき

極的に声
こえ

をかけてください。
▶話

はなし
が聞

き
き取

と
りにくい場

ば
合
あい

は、イラストや図
ず

などを使
つか

い工
く

夫
ふう

しま
しょう。

意
い

思
し

疎
そ

通
つ う

等
と う

の手
し ゅ

段
だ ん



　ろう者
しゃ

がコミュニケーションをとったり物
もの

事
ごと

を考
かんが

えたりするときに使
つか

うことばで、手
て

指
ゆび

の動
うご

き
や表

ひょうじょう
情などを使

つか
って概

がい
念
ねん

や意
い

思
し

を視
し

覚
かく

的
てき

に表
ひょうげん

現する視
し

覚
かく

的
てき

言
げん

語
ご

であり、ろう者
しゃ

の母
ぼ

語
ご

です。
 
　手

しゅ
話
わ

は日
に

本
ほん

語
ご

を音
おん

声
せい

ではなく、手
て

指
ゆび

や表
ひょうじょう

情に変
か

えて表
ひょうげん

現していると思
おも

われがちですが、手
しゅ

話
わ

は日
に

本
ほん

語
ご

とは異
こと

なる言
げん

語
ご

で、独
どく

自
じ

の語
ご

彙
い

や文
ぶん

法
ぽう

体
たい

系
けい

をもっている言
げん

語
ご

です。

　日
に

本
ほん

語
ご

や英
えい

語
ご

等
など

さまざまな言
げん

語
ご

があるように、世
せ

界
かい

各
かっ

国
こく

でそれぞれ異
こと

なる語
ご

彙
い

や文
ぶん

法
ぽう

体
たい

系
けい

を持
も

っているさまざまな手
しゅ

話
わ

があります。 

今
い ま

すぐ使
つ か

える手
し ゅ

話
わ

を覚
お ぼ

えよう

手
し ゅ

話
わ

について

ごめんなさい

ありがとうよろしく こんにちは

助ける 待つ
たす ま

大丈夫協力
きょうりょく だいじょうぶ



 4 県
け ん

および県
け ん

民
み ん

等
と う

の責
せ き

務
む

 5 関
か ん

係
け い

者
し ゃ

の役
や く

割
わ り

県
け ん

　この条
じょう
例
れい
の基

き
本
ほん
理
り
念
ねん
にのっとり、国

くに
や市

し
町
まち
、県
けん
民
みん
の皆

みな
様
さま
と協
きょう
力
りょく
し

つつ、障
しょう
害
がい
の特

とく
性
せい
に合

あ
った方

ほう
法
ほう
を使

つか
った意

い
思
し
疎
そ
通
つう
等
とう
を進

すす
める取

とり
組
くみ

を行
おこな
います。

県
け ん

民
み ん

等
と う

　障
しょうがい
害の特

とく
性
せい
に合

あ
った方

ほう
法
ほう
を使

つか
った意

い
思
し
疎
そ
通
つう
等
とう
について、どんな

方
ほう
法
ほう
があるか、どんな人

ひと
たちがどのように使

つか
うか、自

じ
分
ぶん
が使

つか
うとき

はどんなことに気
き
を付

つ
けるかをよく理

り
解
かい
し、県

けん
が行
おこな
う取
とり
組
くみ
に協
きょう
力
りょく
し

てください。

障
しょうがいしゃ

害者等
と う

◦障
しょう
害
がい
者
しゃ
等
とう
は、県

けん
民
みん
等
とう
が障
しょうがい
害の特

とく
性
せい
に応
おう
じた意

い
思
し
疎
そ
通
つう
等
とう
に関
かん
する

理
り
解
かい
を深
ふか
めることができるよう、それぞれができる啓

けい
発
はつ
に努
つと
めて

ください。

◦障
しょう
害
がい
者
しゃ
関
かん
係
けい
団
だん
体
たい
等
とう
は、それぞれの立

たち
場
ば
で、県

けん
民
みん
等
とう
が学

まな
ぶ機

き
会
かい
を確
かく

保
ほ
できるよう努

つと
めるとともに、県

けん
民
みん
等
とう
の意

い
思
し
疎
そ
通
つう
等
とう
が円

えん
滑
かつ
に行
おこな
え

るよう環
かん
境
きょう
整
せい
備
び
に努
つと
めてください。

事
じ ぎ ょ う

業者
し ゃ

◦障
しょう
害
がい
者
しゃ
に対

たい
し商
しょう
品
ひん
を販

はん
売
ばい
するときや医

い
療
りょう
、保
ほ
健
けん
、福
ふく
祉
し
、文
ぶん
化
か
芸
げいじゅつ
術

活
かつ
動
どう
、スポーツ等

など
に係
かか
るサービスを提

ていきょう
供するとき、障

しょうがいしゃ
害者を雇

こ
用
よう

するときは、県
けん
民
みん
等
とう
が障
しょうがい
害の特

とく
性
せい
に応

おう
じた意

い
思
し
疎
そ
通
つう
等
とう
を円

えん
滑
かつ
に

行
おこな
えるよう合

ごう
理
り
的
てき
配
はい
慮
りょ
を的

てき
確
かく
に行
おこな
うための環

かん
境
きょう
整
せい
備
び
を行
おこな
ってく

ださい。

学
が っ

校
こ う

等
と う

の
設
せ っ

置
ち

者
し ゃ

◦学
がく
生
せい
等
とう
に対
たい
する啓

けい
発
はつ
や学
まな
ぶ機

き
会
かい
の確

かく
保
ほ
に努
つと
めるとともに、学

がく
生
せい
等
とう

および保
ほ
護
ご
者
しゃ
からの相

そう
談
だん
に応
おう
じることができるよう必

ひつ
要
よう
な相
そう
談
だん
体
たい

制
せい
の整
せい
備
び
に努
つと
めてください。

◦学
がっ
校
こう
職
しょくいん
員等

とう
の知

ち
識
しき
・技
ぎ
能
のう
の向

こう
上
じょう
のため、研

けんしゅう
修の実

じっ
施
し
等
など
の必

ひつ
要
よう
な

措
そ
置
ち
を講
こう
じるよう努

つと
めてください。



 6 ヘルプマーク

　電
でん

話
わ

リレーサービスは、聴
ちょう

覚
かく

や発
はつ

話
わ

に困
こん

難
なん

のある
⼈
ひと
（きこえない⼈

ひと
）と、 きこえる⼈

ひと
（聴

ちょう
覚
かく

障
しょうがい

害等
とう

以
い

外
がい

の
⼈
ひと

）との会
かい

話
わ

を通
つう

訳
やく

オペレータが「⼿
しゅ

話
わ

」または「⽂
も

字
じ

」
と「⾳

おん
声
せい

」を通
つう

訳
やく

することにより、電
でん

話
わ

で即
そく

時
じ

双
そう

⽅
ほう

向
こう

に
つながることができる、法

ほう
律
りつ

に基
もと

づいた公
こう

共
きょう

インフラ
としてのサービスです。
　ご利

り
⽤
よう

の場
ば

合
あい

は、ホームページ
をご確

かく
認
にん

ください。

発
は っ

⾏
こ う

元
も と

　聴
ちょうかく

覚や言
げん

語
ご

に障
しょうがい

害のある方
かた

や音
おん

声
せい

による通
つう

報
ほう

が困
こん

難
なん

な方
かた

等
など

が警
けい

察
さつ

や消
しょう

防
ぼう

にスマートフォン等
など

から通
つう

報
ほう

できるシステムです。
　ご利

り
用
よう

の場
ば

合
あい

は、それぞれのホームページをご確
かく

認
にん

ください。

　発
はったつしょうがい

達障害や精
せいしんしょうがい

神障害、知
ち

的
てき

障
しょうがい

害のある方
かた

、視
し

覚
かく

や聴
ちょうかく

覚に障
しょう

害
がい

のある⽅
かた

の他
ほか

、義
ぎ

⾜
そく

や⼈
じん

⼯
こう

関
かん

節
せつ

を使
し
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